
要覧

公益社団法人　青森県栽培漁業振興協会



栽培漁業振興協会設立の背景
　1980年代、青森県の水産業界では、内外の厳しい諸情勢のもとにあって、本県漁業を
21世紀に向けて普遍的に発展させるため、沿岸沖合海域を最大限に利用した「つくり育
てる漁業」を積極的に推進することが最も重要な課題であった。
　このような中で、栽培漁業は「海の種づくり」を担当し昭和 62 年 4 月、県、市町村、
漁業団体が一体となって、本県の重要魚種であるヒラメについての栽培漁業を進めるた
めに「（社）青森県栽培漁業振興協会」を設立した。 また、平成 22年８月 2日からは
公益社団法人へ移行した。
　現在協会では、ヒラメ、アイナメ、キツネメバル（マゾイ）、アワビ、マナマコ、コンブ等
多魚種の種苗生産を行う他、研修普及指導業務も行うなど、青森県水産業界における
栽培漁業のリーダーとしての役割を果たしております。

栽培漁業振興協会の概要
沿革

運営方法

組織

昭和 53 年～55 年度
昭和 56 年 4 月 1 日
昭和 62 年 4 月 1 日
昭和 62 年～平成元年度

平成 13 年 11 月 1 日

平成 19 年 5 月 31 日
平成 22 年 8 月 2 日

公益社団法人 青森県栽培漁業振興協会は、県から無償貸与を受
けた施設（施設名：青森県栽培漁業センター）及び自前で建設した
施設で運営を行っています。

住所：青森県三戸郡階上町大字道仏字榊平 17 番地 1

青森県がアワビ種苗生産施設建設
（財）青森県栽培漁業公社設立
（社）青森県栽培漁業振興協会設立
青森県（一部栽培漁業振興協会）がヒ
ラメ種苗生産施設建設

（社）青森県栽培漁業振興協会が解散
した（財）青森県栽培漁業公社の事業
を引き継ぐ
協会 20 周年記念総会開催
公益社団法人へ移行
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栽培漁業の推進体制
　栽培漁業とは、卵から育てた稚魚を、自然環境に適合でき生存率が高くなるサイズまで
育成した後、海に放流し自然の中で成長させ、合理的に漁獲しようとする漁業です。栽培
漁業を推進するためには、漁業に携わるすべての人々が、漁業資源を守り育てていこうと
いう強い認識を持って、協力しあうことが大切です。

限りある漁業資源だから栽培漁業で
資源増大と環境保全を推進しています。



種苗生産の種類・時期等

（親魚管理）（親魚管理）
受精卵確保受精卵確保

採卵・採苗採卵・採苗

販売販売

仔稚魚飼育仔稚魚飼育

卵管理卵管理

放流放流

販売販売

販売販売販売販売

販売
波板飼育（珪藻・海藻粉末）波板飼育（珪藻・海藻粉末）

販売販売

親魚新規確保親魚新規確保

仔稚魚飼育仔稚魚飼育
販売販売

採仔期間採仔期間

親貝管理親貝管理

親ナマコ管理親ナマコ管理

採卵・採苗採卵・採苗

親ナマコ管理親ナマコ管理

親貝確保親貝確保

親魚確保親魚確保

波板飼育（珪藻）波板飼育（珪藻）
網籠飼育（配合餌料）網籠飼育（配合餌料）

採苗採苗
培養期間培養期間

人工授精人工授精

仔稚魚飼育仔稚魚飼育

親魚管理親魚管理

親魚確保親魚確保

生 産 工 程

8万尾

1 万ｍ

100万尾
ヒラメ

（全長50mm以上）

（全長50mm以上）

アイナメ

7万尾
（全長30mm以上）

キツネメバル
〔マゾイ〕

約 40万個
（殻長30~35mm）

エゾアワビ

マコンブ種糸

種苗生産
生産目標

（サイズ） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ヒラメ・キツネメバル用ヒラメ・キツネメバル用 アイナメ用アイナメ用
ワムシ培養

15万個
（全長25mm以上）

マナマコ

（種保存培養）（種保存培養）

2.383 mm 



アワビ飼育水槽

ヒラメ飼育水槽

施設の概要

協会

敷地面積　28,927 ㎡（借地）
管理棟 - 鉄筋コンクリート 2 階　602.15 ㎡
・1 階　事務室、研修室、魚病治療室、女子更衣室、他
・2 階　専務室、所員室、会議室、宿泊室、資料室、他
機械棟 - 鉄筋コンクリート 3 階　396.46 ㎡
・セクショナルボイラー　3 台、739,000Kcal/h 3 台
・発電機　250KVA 1 台
・ブロアー　　　　 3 台　11KW 2 台、5.5KW 1 台
・熱交換器等付帯設備　一式
海水取水施設
・海水取水棟　鉄筋コンクリート　115.92m2

・海水取水管　∅500m/m  L=136.66m
・海水ポンプ　30KW 3 台
・ろ過器　FRP 製重力式急速ろ過器　61t/h 5 基
アワビ飼育棟 - 鉄筋コンクリート平家　1,841.5 ㎡
・室内飼育水槽 FRP 5 トン（1×10×0.5m）　44 面
・親貝飼育水槽 FRP 1 トン（1×2×0.5m）　5 面
・採苗用育水槽 FRP 2 トン（2×2×0.5m）　10 面
・屋外飼育水槽 FRP 6 トン（1×10×0.6m）　10 面
・巡流式水槽　 FRP 14 トン（2×10×0.75m）　2 面
ヒラメ種苗生産施設
・親魚飼育棟　1 棟　382.20m2：RC（鉄筋コンクリート）61 トン水槽 4 面
・餌料培養棟　2 棟　延べ 532.80m2：FRP27トン水槽 8 面
・稚魚飼育棟　2 棟　延べ 901.54m2：RC22トン水槽 8 面、RC27 トン水槽 4 面
・中間育成棟　1 棟　538.35m2：RC29 トン水槽 8 面
・機 械 棟 　2 棟　延べ 440.63m2

・ナンノクロロプシス水槽　14 槽（RC34 トン 6 面、ビニールシート製 41～47 トン 8 面）
・海水ポンプ　15KW　2 台
・ろ 過 器 RC 重力式急速ろ過器 80t/h　1 基
・取水設備、機械設備、電気設備　一式
倉庫棟 - 外壁鉄骨スレート平屋　300 ㎡
車庫棟 - 外壁鉄骨スレート平屋　48 ㎡

取水施設（既設）L=136.7m
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みんなで栽培漁業を発展させよう！！

公益社団法人 青森県栽培漁業振興協会
〒039-1201 青森県三戸郡階上町大字道仏字榊平 17 番地 1

TEL :（0178）87-3360  FAX :（0178）80-6952
Email : aoｰkyoukai@aosaibai.or.jp

ホームぺージ : http://www.aosaibai.or.jp

 国 道 4 5 号 線

 階上町役場

坂下商店

 JR八戸線  階上駅

大蛇駅

 栽培漁業振興協会

←八戸 宮古→

太 平 洋

交 通 案 内
JR 八戸線階上駅（JR 八戸駅より所要 60 分）より徒歩 20 分。車では国道 45 号線
を八戸より宮古方面に向かい、階上町役場の手前の信号を左（海手）に入り、5 分程度
のところです。

県の魚

ヒラメ

ソイの王様

キツネメバル（マゾイ）

環境改善

マコンブ

輸出が主

マナマコ

磯の宝

エゾアワビ

ポストヒラメ

アイナメ

十和田湖
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公益社団法人青森県栽培漁業振興協会定款

            第１章 総  則

（名 称）

第１条 この法人は、公益社団法人青森県栽培漁業振興協会と称する。

（事務所）

第２条 この法人は、主たる事務所を青森県三戸郡階上町に置く。

第２章 目的及び事業

（目 的）

第３条 この法人は、栽培漁業の振興に関する事業を行い、水産動植物の資源の増

大をはかり、もって青森県内の沿岸漁業の発展と水産物の安定供給に寄与するこ

とを目的とする。

（事 業）

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(１) 水産動植物の種苗生産、配布及び放流

(２) 水産動植物の種苗生産技術の研究開発

(３) 栽培漁業の振興に関する調査研究

(４) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

２ 前項の事業は、青森県内において行うものとする。

            第３章 社  員

（法人の構成員）

第５条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規

定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

（社員の資格の取得）

第６条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込み

をし、その承認を受けなければならない。

（経費の負担）

第７条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時

及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

（任意退社）

第８条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意に
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いつでも退社することができる。

（除 名）

第９条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって

当該社員を除名することができる。

(１) この定款その他の規則に違反したとき。

(２) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(３) その他除名すべき正当な事由があるとき。

（社員資格の喪失）

第10条 前２条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。

(１) 第７条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。

(２) 総社員が同意したとき。

(３) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

           第４章 社員総会

（構 成）

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

（権 限）

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(１) 社員の除名

(２) 理事及び監事の選任又は解任

(３) 理事及び監事の報酬等の額

(４) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細

書の承認

(５) 定款の変更

(６) 解散及び残余財産の処分

(７) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開 催）

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度６月に１回開催するほか、必要が

ある場合に開催する。

（招 集）

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき
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代表理事が招集する。

２ 総社員の議決権の10分の１以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社

員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求するこ

とができる。

（議 長）

第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

（議決権）

第16条 社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。

（決 議）

第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席

した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の

議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

(１) 社員の除名

(２) 監事の解任

(３) 定款の変更

(４) 解散

(５) その他法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の

決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める

定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定

数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議事録）

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す

る。

２ 議長及び当該総会において出席した社員のうちから選出された議事録署名人

２名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第５章 役  員

（役員の設置）

第19条 この法人に、次の役員を置く。

(１) 理事 12名以上19名以内
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(２) 監事 ３名以内

２ 理事のうち１名を代表理事とする。

３ 代表理事以外の理事のうち１名を業務執行理事とする。

（役員の選任）

第20条 理事及び監事は、社員(社員が地方公共団体である場合にあってはその長又

はその補助機関たる職員、社員がその他の法人である場合にあってはその理事)の

中から社員総会の決議によって選任する。ただし、理事の定数のうち６分の１以

下及び監事1名は、社員以外の者から選任することができる。

２ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

（理事の職務及び権限）

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務

を執行する。

２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そ

の業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、こ

の法人の業務を執行する。

３ 前項に掲げる理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職

務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報

告を作成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業

務及び財産の状況を調査することができる。

（役員の任期）

第23条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時社員総会の終結の時までとする。

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時社員総会の終結の時までとする。

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで

とする。

４ 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は

辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監
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事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬等）

第25条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別

に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬

等として支給することができる。

第６章 理事会

（構 成）

第26条 この法人に理事会を置く。

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権 限）

第27条 理事会は、次の職務を行う。

(１) この法人の業務執行の決定

(２) 理事の職務の執行の監督

(３) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（招 集）

第28条 理事会は、代表理事が招集する。

２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招

集する。

（理事会の議長）

第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、出席理事が議長を互

選する。

（決 議）

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の

過半数が出席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条

の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
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２ 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

            第７章 資産及び会計

（事業年度）

第32条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記

載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、

理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備

え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が

次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総

会に提出し、第１号及び第２号の書類についてはその内容を報告し、第３号から

第６号までの書類については承認を受けなければならない。

(１) 事業報告

(２) 事業報告の附属明細書

(３) 貸借対照表

(４) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(５) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(６) 財産目録

２ 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に

供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供す

るものとする。

(１) 監査報告

(２) 理事及び監事の名簿

(３) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(４) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なも

のを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第35条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規
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則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取

得財産残額を算定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

            第８章 定款の変更及び解散

（定款の変更）

第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

（解 散）

第37条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散す

る。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消

減する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、

社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益

認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共

団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を

経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲げ

る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

            第９章 公告の方法

（公告の方法）

第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に

より行う。
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附  則

１. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律第106条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

２. この法人の最初の代表理事は西﨑義三、最初の業務執行理事は小川弘毅とする。

３. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第

１項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったと

きは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日と

し、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附  則

この定款の一部改正は、平成26年6月3日から施行する。

附  則

この定款の一部改正は、令和7年6月18日から施行する。































































































































令和８年度

収 支 予 算 書

自  令和８年４月 １日

至  令和９年３月３１日

公益社団法人青森県栽培漁業振興協会



Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1)  経常収益

　　公1　事業費公1　事業費 (栽培事業)

①特定資産運用益 1,091,000 464,000 627,000

　 運用資産運用益 1,050,000 462,000 588,000

　投資有価証券運用益 0 0 0

　預金受取利息 1,050,000 462,000 588,000

　 退職引当資産運用益 41,000 2,000 39,000

　預金受取利息 41,000 2,000 39,000

②事業収益 31,903,000 33,163,000 △ 1,260,000

　 種苗等販売事業収益 31,903,000 33,163,000 △ 1,260,000

③受取補助金等 0 0 0

　 受取補助金等振替額 0 0 0

   青森県補助金 0 0 0

   むつ財団助成金(民間) 0 0 0

④受取負担金 46,140,000 45,300,000 840,000

　 受取負担金振替額 46,140,000 45,300,000 840,000

⑤雑収益 217,000 155,000 62,000

   受取利息 72,000 1,000 71,000 　　ひらめ負担金見込み

   雑収益 145,000 154,000 △ 9,000

(公1事業費　 計) 79,351,000 79,082,000 269,000

公2　事業費 (研究事業)

①事業収益 14,760,000 14,760,000 0

　　受託事業収益 14,760,000 14,760,000 0

　　キツネメバル技術開発受託金 793,000 793,000 0

　　アイナメ技術確立受託金 6,136,000 6,136,000 0

　　マツカワ技術確立受託金 4,004,000 4,004,000 0

　　ナマコ技術確立受託金 1,390,000 1,390,000 0

　　ミネフジツボ技術確立受託金 2,437,000 2,437,000 0

(公2事業費　 計) 14,760,000 14,760,000 0

公3　事業費 (調査事業)

①事業収益 445,000 445,000 0

　　受託事業収益 445,000 445,000 0

　　ヒラメ資源管理調査受託金 445,000 445,000 0

②受取補助金等 3,060,000 3,100,000 △ 40,000

   受取補助金等振替額 3,060,000 3,100,000 △ 40,000

　　ヒラメ資源造成助成金(日本海) 2,860,000 2,700,000 160,000

　　ヒラメ資源造成推進助成金(日本海) 200,000 400,000 △ 200,000

③受取負担金 2,860,000 2,700,000 160,000

　 受取負担金振替額 2,860,000 2,700,000 160,000

(公3事業費　 計) 6,365,000 6,245,000 120,000

公益目的事業会計 計公1 公2 公3 100,476,000 100,087,000 389,000

管理費

①特定資産運用益 1,050,000 462,000 588,000

   運用資産運用益 1,050,000 462,000 588,000

   投資有価証券運用益 0 0 0

　 預金受取利息 1,050,000 462,000 588,000

②事業収益 31,902,000 33,162,000 △ 1,260,000

　 種苗等販売事業収益 31,902,000 33,162,000 △ 1,260,000

(管理費　計) 32,952,000 33,624,000 △ 672,000

　　　経常収益計 133,428,000 133,711,000 △ 283,000

コンブ      2,750,000

　　　　　　　　→  2,750,000

アイナメ   3,558,000

　　　　　　　　→  4,312,000

　計　　　66,325,000

　　　　　　　　→ 63,805,000

ヒラメ       3,700,000

　　　　　　　　→  3,600,000

科　  　　　目 当 年 度 前 年 度 増　減 備　考

種苗等販売事業収益

1/2公1・法人
アワビ    35,455,000

　　　　　　　　→ 29,845,000

ナマコ   15,972,000

　　　　　　　　→ 18,150,000

令和 ８ 年度 収支予算書  (正味財産増減計算書)
　　　令和 8 年 4 月 1日から令和 9 年 3 月 31日

（単位：円）

マゾイ      4,890,000

　　　　　　　　→  5,148,000



(2)  経常費用

公1 事業費 (栽培事業)

役員報酬 2,676,000 2,676,000 0

給料手当 28,455,000 23,728,000 4,727,000

賃金 9,394,000 11,487,000 △ 2,093,000

賃金(当直員) 3,506,000 3,256,000 250,000

退職金 0 0 0

退職給付費用 1,675,000 1,838,000 △ 163,000

福利厚生費 72,000 73,000 △ 1,000

旅費交通費 400,000 250,000 150,000

通信運搬費 275,000 238,000 37,000

減価償却費 667,000 583,000 84,000

消耗什器備品費 308,000 0 308,000

種苗費 18,596,000 16,751,000 1,845,000

協力金 1,200,000 800,000 400,000

消耗品費 3,288,000 2,794,000 494,000

庁用燃料費 377,000 335,000 42,000

自動車燃料費 180,000 136,000 44,000

修繕費 3,100,000 1,560,000 1,540,000

県所有資産修繕費 0 0 0

印刷製本費 68,000 92,000 △ 24,000

燃料費　　　　　　　　　　 　　　　　 0 1,328,000 △ 1,328,000

電気料 10,743,000 15,260,000 △ 4,517,000

水道料　　　　　　　　　　　  　　　　　 1,000,000 1,000,000 0

餌料費 5,690,000 5,895,000 △ 205,000

薬品費 114,000 114,000 0

賃借料　　　　　　　　　 　　　　 　　　 3,066,000 3,121,000 △ 55,000

保険料 137,000 155,000 △ 18,000

租税公課 3,724,000 5,510,000 △ 1,786,000

支払負担金 15,000 15,000 0

支払利息 0 0 0

委託費 938,000 1,151,000 △ 213,000

雑費 905,000 961,000 △ 56,000

(公1 事業費計) 100,569,000 101,107,000 △ 538,000

　　　令和 8 年 4 月 1日から令和 9 年 3 月 31日
（単位：円）

科　  　　　目 当 年 度 前 年 度　 増　減 備　考

令和 ８ 年度 収支予算書  (正味財産増減計算書)



公2 事業費 (研究事業)

793,000 793,000 0

賃金 80,000 77,000 3,000

旅費交通費 2,000 2,000 0

通信運搬費 7,000 7,000 0

消耗品費 110,000 60,000 50,000

修繕費 0 0 0

燃料費 0 0 0

電気料 130,000 164,000 △ 34,000

水道料 11,000 11,000 0

餌料費 348,000 361,000 △ 13,000

薬品費 23,000 24,000 △ 1,000

賃借料 82,000 87,000 △ 5,000

雑費 0 0 0

　アイナメ種苗量産・放流技術確立試験 6,136,000 6,136,000 0

賃金 2,080,000 2,074,000 6,000

旅費交通費 3,000 3,000 0

通信運搬費 7,000 7,000 0

消耗品費 440,000 1,567,000 △ 1,127,000

修繕費 0 0 0

燃料費 930,000 0 930,000

電気料 847,000 548,000 299,000

水道料 15,000 15,000 0

餌料費 1,597,000 1,695,000 △ 98,000

薬品費 26,000 27,000 △ 1,000

賃借料 191,000 200,000 △ 9,000

雑費 0 0 0

　マツカワ種苗量産技術確立試験 4,004,000 4,004,000 0

賃金 1,440,000 1,382,000 58,000

旅費交通費 3,000 3,000 0

通信運搬費 4,000 4,000 0

消耗品費 44,000 60,000 △ 16,000

燃料費 517,000 627,000 △ 110,000

電気料 551,000 395,000 156,000

水道料 22,000 22,000 0

餌料費 1,400,000 1,487,000 △ 87,000

薬品費 23,000 24,000 △ 1,000

賃借料 0 0 0

雑費 0 0 0

　キツネメバル放流技術開発用標識魚
　生産

令和 ８ 年度 収支予算書  (正味財産増減計算書)
　　　令和 8 年 4 月 1日から令和 9 年 3 月 31日

（単位：円）

科　  　　　目 当 年 度 前 年 度　 増　減 備　考



公2 事業費 (研究事業)

1,390,000 1,390,000 0

賃金 208,000 223,000 △ 15,000

旅費交通費 90,000 20,000 70,000

通信運搬費 0 0 0

消耗品費 250,000 326,000 △ 76,000

自動車燃料費 0 0 0

電気料 275,000 288,000 △ 13,000

餌料費 512,000 478,000 34,000

薬品費 55,000 55,000 0

賃借料 0 0 0

諸謝金 0 0 0

雑費 0 0 0

　ミネフジツボ種苗生産技術確立試験 2,437,000 2,437,000 0

賃金 1,360,000 1,488,000 △ 128,000

旅費交通費 30,000 30,000 0

通信運搬費 10,000 10,000 0

消耗品費 240,000 230,000 10,000

電気料 661,000 543,000 118,000

水道料 0 0 0

餌料費 114,000 114,000 0

薬品費 22,000 22,000 0

賃借料 0 0 0

雑費 0 0 0

(公2 事業費計) 14,760,000 14,760,000 0

　ナマコ種苗の大型化・生産効率向上試験

令和 ８ 年度 収支予算書  (正味財産増減計算書)
　　　令和 8 年 4 月 1日から令和 9 年 3 月 31日

（単位：円）

科　  　　　目 当 年 度 前 年 度　 増　減 備　考



公3 事業費 (調査事業)

5,720,000 5,400,000 320,000

賃金 1,536,000 922,000 614,000

旅費交通費 35,000 0 35,000

通信運搬費 0 0 0

消耗品費 152,000 370,000 △ 218,000

印刷製本費 0 0 0

修繕費 0 0 0

燃料費 1,034,000 1,045,000 △ 11,000

電気料 591,000 413,000 178,000

水道料 33,000 35,000 △ 2,000

餌料費 1,780,000 2,044,000 △ 264,000

賃借料 559,000 571,000 △ 12,000

支払負担金 0 0 0

雑費 0 0 0

200,000 400,000 △ 200,000

賃金 168,000 356,000 △ 188,000

旅費交通費 27,000 34,000 △ 7,000

通信運搬費 0 0 0

消耗品費 5,000 10,000 △ 5,000

賃借料 0 0 0

雑費 0 0 0

  ヒラメ資源管理調査事業費 445,000 445,000 0

賃金 420,000 384,000 36,000

旅費交通費 20,000 21,000 △ 1,000

消耗品費 5,000 40,000 △ 35,000

賃借料 0 0 0

雑費 0 0 0

(公3 事業費計) 6,365,000 6,245,000 120,000

公益目的事業会計 計公1 公2 公3 121,694,000 122,112,000 △ 418,000

　ヒラメ資源造成事業費(日本海)

　ヒラメ資源造成推進事業費(日本海)

令和 ８ 年度 収支予算書  (正味財産増減計算書)
　　　令和 8 年 4 月 1日から令和 9 年 3 月 31日

（単位：円）

科　  　　　目 当 年 度 前 年 度　 増　減 備　考



②法人会計

管理費

役員報酬 2,676,000 2,676,000 0

給料手当 6,505,000 6,085,000 420,000

賃金 0 0 0

退職金 0 0 0

退職給付費用 446,000 718,000 △ 272,000

福利厚生費 10,000 10,000 0

旅費交通費 634,000 615,000 19,000

通信運搬費 101,000 151,000 △ 50,000

消耗什器備品費 0 0 0

消耗品費 286,000 272,000 14,000

庁用燃料費 49,000 52,000 △ 3,000

修繕費 0 0 0

印刷製本費 42,000 48,000 △ 6,000

電気料 82,000 89,000 △ 7,000

水道料 10,000 10,000 0

賃借料 73,000 74,000 △ 1,000

交際費 15,000 15,000 0

諸謝金 415,000 441,000 △ 26,000

租税公課 3,000 3,000 0

支払負担金 100,000 72,000 28,000

広告宣伝費 0 0 0

委託費 167,000 167,000 0

雑費 120,000 101,000 19,000

(法人会計 計) 11,734,000 11,599,000 135,000

133,428,000 133,711,000 △ 283,000

評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0

(公益目的事業 公1) △ 21,218,000 △ 22,025,000 807,000

(公益目的事業 公2) 0 0 0

(公益目的事業 公3) 0 0 0

(法人会計 ) 21,218,000 22,025,000 △ 807,000

特定資産評価損益等 0 0 0

当期経常増減額 0 0 0

令和 ８ 年度 収支予算書  (正味財産増減計算書)
　　　令和 8 年 4 月 1日から令和 9 年 3 月 31日

（単位：円）

科　  　　　目 当 年 度 前 年 度 増　減 備　考

経常費用計



２．経常外増減の部

(1)　経常外収益

    退職給付引当金取崩益 0 0 0

　経常外収益計 0 0 0

(2)　経常外費用

0 0 0

0 0 0

0 0 0

△ 31,130,000 △ 31,130,000 0

△ 31,130,000 △ 31,130,000 0

Ⅱ　指定正味財産増減の部

①　受取補助金等

    受取補助金等 3,060,000 3,100,000 △ 40,000

②　受取負担金

　　受取負担金 49,000,000 48,000,000 1,000,000

③　一般正味財産への振替額

△ 52,060,000 △ 51,100,000 960,000

0 0 0

522,239,320 522,239,320 0

522,239,320 522,239,320 0

Ⅲ　正味財産期末残高 491,109,320 491,109,320 0

　　指定正味財産期末残高

  経常外費用計

   当期経常外増減額

　 一般正味財産期首残高

　 一般正味財産期末残高

　  一般正味財産への振替額

　　当期指定正味財産増減額

　　指定正味財産期首残高

   当期一般正味財産増減額

令和 ８ 年度 収支予算書  (正味財産増減計算書)
　　　令和 8 年 4 月 1日から令和 9 年 3 月 31日

（単位：円）

科　  　　　目 当 年 度　 前 年 度　 増　減 備　考



（単位：円）

公１ (栽培事業) 公２ (研究事業) 公３ (調査事業) 共通 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

特定資産運用益 1,091,000 0 0 0 1,091,000 1,050,000 0 2,141,000

運用資産運用益 1,050,000 0 0 0 1,050,000 1,050,000 0 2,100,000

投資有価証券運用益 0 0 0 0 0 0 0 0

預金受取利息 1,050,000 0 0 0 1,050,000 1,050,000 0 2,100,000

退職引当資産運用益 41,000 0 0 0 41,000 0 0 41,000

預金受取利息 41,000 0 0 0 41,000 0 0 41,000

事業収益 31,903,000 14,760,000 445,000 0 47,108,000 31,902,000 0 79,010,000

種苗等販売事業収益 31,903,000 0 0 0 31,903,000 31,902,000 0 63,805,000

受託事業収益 0 14,760,000 445,000 0 15,205,000 0 0 15,205,000

キツネメバル技術開発受託金 0 793,000 0 0 793,000 0 0 793,000

アイナメ技術確立受託金 0 6,136,000 0 0 6,136,000 0 0 6,136,000

マツカワ技術確立受託金 0 4,004,000 0 0 4,004,000 0 0 4,004,000

ナマコ技術確立受託金 0 1,390,000 0 0 1,390,000 0 0 1,390,000

ミネフジツボ技術確立受託金 0 2,437,000 0 0 2,437,000 0 0 2,437,000

ヒラメ資源管理調査受託金 0 0 445,000 0 445,000 0 0 445,000

受取補助金等 0 0 3,060,000 0 3,060,000 0 0 3,060,000

受取補助金等振替額 0 0 3,060,000 0 3,060,000 0 0 3,060,000

青森県補助金 0 0 0 0 0 0 0 0

豊海助成金 0 0 3,060,000 0 3,060,000 0 0 3,060,000

受取負担金 46,140,000 0 2,860,000 0 49,000,000 0 0 49,000,000

受取負担金振替額 46,140,000 0 2,860,000 0 49,000,000 0 0 49,000,000

雑収益 217,000 0 0 0 217,000 0 0 217,000

受取利息 72,000 0 0 0 72,000 0 0 72,000

雑収益 145,000 0 0 0 145,000 0 0 145,000

経常収益計 79,351,000 14,760,000 6,365,000 0 100,476,000 32,952,000 0 133,428,000

（２）経常費用

事業費

役員報酬 2,676,000 0 0 0 2,676,000 0 0 2,676,000

給料手当 28,455,000 0 0 0 28,455,000 0 0 28,455,000

賃金 12,900,000 5,168,000 2,124,000 0 20,192,000 0 0 20,192,000

退職金 0 0 0 0 0 0 0 0

退職給付費用 1,675,000 0 0 0 1,675,000 0 0 1,675,000

福利厚生費 72,000 0 0 0 72,000 0 0 72,000

旅費交通費 400,000 128,000 82,000 0 610,000 0 0 610,000

通信運搬費 275,000 28,000 0 0 303,000 0 0 303,000

減価償却費 667,000 0 0 0 667,000 0 0 667,000

消耗什器備品費 308,000 0 0 0 308,000 0 0 308,000

種苗費 18,596,000 0 0 0 18,596,000 0 0 18,596,000

協力金 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 0 1,200,000

消耗品費 3,288,000 1,084,000 162,000 0 4,534,000 0 0 4,534,000

庁用燃料費 377,000 0 0 0 377,000 0 0 377,000

自動車燃料費 180,000 0 0 0 180,000 0 0 180,000

修繕費 3,100,000 0 0 0 3,100,000 0 0 3,100,000

県所有資産修繕費 0 0 0 0 0 0 0 0

印刷製本費 68,000 0 0 0 68,000 0 0 68,000

燃料費 0 1,447,000 1,034,000 0 2,481,000 0 0 2,481,000

電気料 10,743,000 2,464,000 591,000 0 13,798,000 0 0 13,798,000

水道料 1,000,000 48,000 33,000 0 1,081,000 0 0 1,081,000

餌料費 5,690,000 3,971,000 1,780,000 0 11,441,000 0 0 11,441,000

薬品費 114,000 149,000 0 0 263,000 0 0 263,000

賃借料 3,066,000 273,000 559,000 0 3,898,000 0 0 3,898,000

保険料 137,000 0 0 0 137,000 0 0 137,000

租税公課 3,724,000 0 0 0 3,724,000 0 3,724,000

支払負担金　 15,000 0 0 0 15,000 0 0 15,000

支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0

委託費 938,000 0 0 0 938,000 0 0 938,000

雑費 905,000 0 0 0 905,000 0 0 905,000

令和８年度収支予算書（正味財産増減計算書） 内訳表
令和 8 年 4 月 1日から令和 9 年 3 月 31 日

公益目的事業会計
法人会計 内部取引控除 合計



（単位：円）

公１ (栽培事業) 公２ (研究事業) 公３ (調査事業) 共通 小計

令和８年度収支予算書（正味財産増減計算書） 内訳表
令和 8 年 4 月 1日から令和 9 年 3 月 31 日

公益目的事業会計
法人会計 内部取引控除 合計

管理費

役員報酬 0 0 0 0 0 2,676,000 0 2,676,000

給料手当 0 0 0 0 0 6,505,000 0 6,505,000

賃金 0 0 0 0 0 0 0 0

退職金 0 0 0 0 0 0 0 0

退職給付費用 0 0 0 0 0 446,000 0 446,000

福利厚生費 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000

旅費交通費 0 0 0 0 0 634,000 0 634,000

通信運搬費 0 0 0 0 0 101,000 0 101,000

消耗品費 0 0 0 0 0 286,000 0 286,000

庁用燃料費 0 0 0 0 0 49,000 0 49,000

修繕費 0 0 0 0 0 0 0 0

印刷製本費 0 0 0 0 0 42,000 0 42,000

電気料 0 0 0 0 0 82,000 0 82,000

水道料 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000

賃借料 0 0 0 0 0 73,000 0 73,000

交際費 0 0 0 0 0 15,000 0 15,000

諸謝金 0 0 0 0 0 415,000 0 415,000

租税公課 0 0 0 0 0 3,000 0 3,000

支払負担金 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000

広告宣伝費 0 0 0 0 0 0 0 0

委託費 0 0 0 0 0 167,000 0 167,000

雑費 0 0 0 0 0 120,000 0 120,000

経常費用計 100,569,000 14,760,000 6,365,000 0 121,694,000 11,734,000 0 133,428,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 21,218,000 0 0 0 △ 21,218,000 21,218,000 0 0

特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0

当期経常増減額 △ 21,218,000 0 0 0 △ 21,218,000 21,218,000 0 0

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

退職給付引当金取崩益 0 0 0 0 0 0 0 0

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0

　当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0

　当期一般正味財産増減額 △ 21,218,000 0 0 0 △ 21,218,000 21,218,000 0 0

　一般正味財産期首残高 △ 171,877,000 △ 1,041,000 △ 1,883,000 0 △ 174,801,000 143,671,000 0 △ 31,130,000

　一般正味財産期末残高 △ 193,095,000 △ 1,041,000 △ 1,883,000 0 △ 196,019,000 164,889,000 0 △ 31,130,000

Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取補助金等 0 0 3,060,000 3,060,000 0 0 3,060,000

受取負担金 46,140,000 0 2,860,000 0 49,000,000 0 0 49,000,000

一般正味財産への振替額 △ 46,140,000 0 △ 5,920,000 0 △ 52,060,000 0 0 △ 52,060,000

　当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0

　指定正味財産期首残高 522,239,320 0 0 0 522,239,320 0 0 522,239,320

　指定正味財産期末残高 522,239,320 0 0 0 522,239,320 0 0 522,239,320

Ⅲ　正味財産期末残高 329,144,320 △ 1,041,000 △ 1,883,000 0 326,220,320 164,889,000 0 491,109,320



公益社団法人青森県栽培漁業振興協会役員の報酬等に関する規則

（趣 旨）

第１条  この規則は、役員の報酬及び退職手当について定めるものとする。

（報酬及び支給方法）

第２条 代表理事、業務執行理事(以下「役員」という。)の報酬及び支給方法は、

次表のとおりとする。

役員報酬額

代表理事

(非常勤)

年額 200,000円とし、６月給料支給日に100,000円、12月給料

支給日に100,000円を支給する。

なお支払方法は、金融機関への振り込みとする。

業務執行理事

(常 勤)

年額 5,151,240円とし、毎月の給料日に314,100円支給する。

又、賞与として６月の職員の賞与支給日に659,610円(報酬月額

の2.1ヶ月分)、12月の職員の賞与支給日に722,430円(報酬月額の

2.3ヶ月分)を支給する。

なお支払方法は、金融機関への振り込みとする。

２ その他の理事、監事は無報酬とする。

（退職手当及び支給方法）

第３条 この規則による退職手当は業務執行理事が退職した場合に、その者(死亡に

よる退職の場合にはその遺族)に支給する。

２ 退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の報酬の月額に

その者の在職年数を乗じて得た額とする。

３ (1) 退職手当の算定の基礎となる在職年数の計算は、役員となった日の属する

月から退職した日の属する月までの引き続いた在職期間による。

  (2) 前項の規定により計算した在職期間に１年未満の端数がある場合には、そ

の端数を切り捨てる。ただし、その在職期間が６月以上１年未満の場合には、

これを１年とする。

４ 退職手当は業務執行理事の退職後１ヶ月以内に金融機関への振り込みにより支

給する。

（通勤手当）

第４条 業務執行理事には、第２条の報酬とは別に費用として、その通勤の実態に

応じ、通勤手当を支給する。



   附 則

（施行期日）

１ この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第106条第１項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。
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